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はじめに 

 

消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格

差にかんがみ、契約の取消し及び契約条項の無効等について規定している。 

同法は、平成１２年４月２８日に成立、同年５月１２日の公布後、平成１３

年４月１日に施行された。その後、消費生活相談の場において紛争解決に活用

されているとともに、裁判例も多数集積するに至っている。また、本年６月７

日には改正消費者契約法が施行され、消費者被害の未然防止・拡大防止の観点

から、適格消費者団体が事業者等の不当な行為について差止請求をすることが

できる制度が導入され、消費者トラブルの解決に更なる実効性の確保が図られ

ている。 

しかし、一方で、インターネット取引の進展や高齢社会化に伴う消費者トラ

ブルの事例も見受けられるようになってきており、これらの事例にも適切に対

処して消費者の利益擁護を図る観点からは、同法の見直しを含めた措置を検討

する必要がある。また、この検討については、同法制定時の衆参両院における

附帯決議でも指摘され、平成１７年４月に閣議決定された消費者基本計画にお

いては、消費者契約に関する情報提供義務等の在り方やインターネット取引の

普及に対応するルール・規制の在り方等とともに検討事項とされているところ

である（参考１）。 

以上の経緯を踏まえ、平成１８年１１月、国民生活審議会消費者政策部会に

消費者契約法評価検討委員会が設置された。以降、同委員会では、関連団体か

ら意見を聴取するとともに、消費者契約法の評価及び論点の検討を行った。本

報告は、これらに基づき、議論の方向性について取りまとめたものである。 
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第１ 消費者トラブルの状況 

 

１．相談件数の推移及び内容 

全国の消費生活センター及び独立行政法人国民生活センターに寄せられた

相談件数は、全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）に

集計されたもので、消費者契約法が施行された平成１３年度には約６６万件

であったのが平成１６年度には約１９２万件まで急増した後、平成１７年度

は約１３０万件、平成１８年度は約１１０万件に減少しているものの、依然

として高水準にある1（参考２）。なお、この件数については、商品・サービ

スに不満を持ったり被害を受けたことがある人のうち、その苦情を消費生活

センターなど行政の窓口に相談した人の割合は少ないという調査結果2もあ

り、潜在的な苦情はさらに多い可能性があることに留意する必要がある。 

これを相談内容別に分類して見ると、平成１８年度における上位３項目は、

「契約・解約」に関する相談（８２．５％）、「販売方法」に関する相談（４

３．３％）、「価格・料金」に関する相談（１３．９％）となっており、こ

の順位は近年変わっていない（参考３）。 

 

２．年代別に見た相談の分布 

契約当事者の年代別構成比を見ると、２０歳代（１５．３％）と３０歳代

（１９．７％）が比較的多いが（平成１８年度。参考４）、７０歳代以上の

高齢者の割合も、平成１３年度の８．７％から平成１８年度の１２．１％に

まで高まっている（参考５）。 

 

３．販売方法による分類 

  「販売方法」に関する相談のうち、もっとも件数が多いのは「家庭訪販」、

次いで「電話勧誘販売」となっている（平成１８年度。参考６）。 

 

 

４．インターネット取引に関連する相談の状況 

  インターネット取引に関連する相談件数は、平成１３年度において７，２

                                                  
1 なお、直近における相談件数の増減については、いわゆる架空請求に関する相談件数が急

激に増加していたのが減少したことに伴うものと考えられる。 
2 第３７回国民生活動向調査（２００７年３月、独立行政法人国民生活センター）によると、

商品・サービスに不満を持ったり被害を受けたことがある人のうち、消費生活センターな

ど行政の相談窓口に相談した人の割合は４．０％とされている（ただし、政令指定都市及

び東京２３区に居住する世帯人員２人以上世帯の２０歳以上６９歳以下の既婚女性に対す

る調査である。） 
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２９件であったのが平成１６年度には７９，０６５件にまで増加し、その後

減少しているものの、平成１８年度においては３８，４２２件となっている

（参考７）。 

その内容としては、商品の未着等のほか、無料のアダルトサイトを利用し

たら料金を請求されたというものや、インターネット・オークションに関す

るもの等、比較的新しいタイプの消費者トラブルが生じてきていることがう

かがえる。 

 

５．まとめ 

これらの相談は、消費者側からの一方的な申出のみに基づいており、トラ

ブルの要因等については、必ずしも究明されていないものもあり、トラブル

の実態等についてさらに把握・分析に努めることが望まれる。 

しかし、以上のデータからは、民事の新受訴訟事件数を大きく上回る年１

００万件以上の相談が寄せられていること、また契約・解約を中心とした消

費者トラブルはどの年代にも発生しており、そのうち高齢者の比率が高まっ

てきていること、さらにその範囲が訪問販売等からインターネット関係まで

多岐にわたっていることがうかがえる。 
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第２ 消費者契約法に関連する消費生活相談事例及び裁判例の状況 

 

１．消費生活相談事例 

 

  独立行政法人国民生活センターの集計3によれば、消費者契約法に関連する

相談は、平成１３年４月１日から平成１８年３月３１日までに８，７７６件

寄せられている。そのうち不当な勧誘行為（第４条）に関連するものが全体

の８５．９％、不当な契約条項（第８条から第１０条）に関連するものが１

３．４％、その他が１．８％であり、不当な勧誘行為に関連するものが大半

を占めている。不当な勧誘行為のうち、不実告知（第４条第１項第１号）に

関連するものが５３．９％と過半数を占め、断定的判断の提供（第４条第１

項第２号）に関連するものが１２．８％である一方、不利益事実の不告知（第

４条第２項）に関連するものは３．２％である。また、不退去（第４条第３

項第１号）に関連するものは１１．７％、監禁（第４条第３項第２号）に関

連するものは１４．８％である（以上の集計はマルチカウントであり、全体

数８,７７６件に対する割合を示したものである。参考８）。 

 

２．裁判例 

 

  消費者契約法に関連する裁判例は、現時点で把握している限り１５３件（川

越簡判平成１３年７月１８日から京都地判平成１９年６月１日まで。）あり、

うち不当な勧誘行為に関連するものが２７件、不当な契約条項に関連するも

のが１２４件、その他が１８件である（参考１０）。これらの裁判例を整理

すると次のようになる。 

  

（１）不当な勧誘行為 

 

  不当な勧誘行為に関連する裁判例は２７件あり、以下の①から⑤に整理す

ることができる。 

 

① 不実告知（第４条第１項第１号） 

  ファッションリングの購入契約における当該リングの価格について、一

般的な小売価格がせいぜい１２万円程度であるものを４１万４０００円程

度である旨告げたことについて契約の取消しを認めたもの（大阪高判平成

                                                  
3 「消費者契約法に関連する消費生活相談件数と裁判の概況～法施行後５年～」(2006 年 10 月 6 日) 
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１６年４月２２日）など、１２件の裁判例がある。 

 

② 断定的判断の提供（第４条第１項第２号） 

  灯油の商品先物取引における売増しの勧誘に際し、「灯油は必ず下げて

くる、上がることはありえないので、５０枚売りでやってほしい。」「上

場企業の部長の私を信用して３０枚やってもらえませんか。」「当たりの

宝くじを買うみたいなものですよ。」などと申し向けたことが断定的判断

の提供に該当するとして、売増しの契約の取消しを認めたもの（名古屋地

判平成１７年１月２６日）など、５件の裁判例がある。 

 

③ 不利益事実の不告知（第４条第２項） 

  俳優等の養成所に入所した歌手志望者に対し、３ヶ月後の月謝の値上げ

を告げなかったことについて契約の取消しを認めたもの（神戸簡判平成１

４年３月１２日）など、６件の裁判例がある。 

 

④ 不退去（第４条第３項第１号） 

  自宅の床下に拡散送風機等を設置する請負契約を締結するにつき、消費

者が「そのようなものは入れんでいい、必要ない。」などと言っているに

もかかわらず、午前１１時ころから午後６時３０分ころまで勧誘して契約

を締結したことについて契約の取消しを認めたもの（大分簡判平成１６年

２月１９日）がある。 

 

⑤ 監禁（第４条第３項第２号） 

  顧客が販売店従業員に対し帰宅したいと告げたにもかかわらず勧誘を続

けられ退去させられず、困惑してネックレスの購入、立替払契約を締結さ

せられたとして、立替払契約の取消しを認めたもの（札幌地判平成１７年

３月１７日）など、４件の裁判例がある。 

 

（２）不当な契約条項 

 

不当な契約条項に関連する裁判例は１２４件あり、以下の①から④に整理

することができる。 

  

① 事業者の損害賠償の責任を免除する条項（第８条） 

   ブランド品の衣類のクリーニングによって当該衣類が劣化したなどと

して、時価相当額の損害賠償及び慰謝料等の支払いを求めたが、これに
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対し、本件損害賠償の請求の根拠を民法第６３４条第２項、すなわち不

完全履行の特則である請負契約の瑕疵担保責任に求めているのであるか

ら、消費者契約法第８条第１項第２号（債務不履行による損害賠償責任

の免除特約）により無効との主張は失当としたもの（東京簡判平成１７

年４月２７日）がある。 

 

  ② 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等（第９条第１号） 

  いわゆる学納金返還請求訴訟におけるものなど７８件の裁判例があ

り、平成１８年１１月には、消費者契約法第９条第１号は憲法第２９条

に違反しないこと及び在学契約における授業料等に関する不返還特約

は、在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を

有するものであり、在学契約の解除の意思表示が３月３１日までにされ

た場合には、原則として、大学に生ずべき平均的な損害は存しないもの

であって、不返還特約は無効となる旨等を判示した最高裁判決が出され

ている。 

  

  ③ 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等（第９条第２号） 

   信用保証委託契約に基づく遅延損害金について、金銭消費貸借契約の

場合に最大２９．２％まで認める利息制限法の規定は適用されず、年利

１４．６％を超える部分の約定は無効としたもの（東京高判平成１６年

５月２６日）など、２件の裁判例がある。 

  

  ④ 消費者の利益を一方的に害する条項（第１０条） 

   いわゆる敷金返還請求訴訟におけるものなど５１件の裁判例がある。 

   

（３）その他（第１条等） 

 

  消費者契約法施行前の事案であったが、同法第１条、第３条第１項及び

第４条第２項の趣旨に触れながら、事業者は取引上の信義則により適切な

告知・説明義務を負うとして、損害賠償の一部を認容したもの（大津地判

平成１５年１０月３日）や、販売店が信販会社との立替払契約について顧

客を勧誘することを委託することは第５条第１項の委託にあたり、顧客が、

販売店従業員に対し、帰宅したいと告げたにもかかわらず勧誘を続けられ

退去させられず、困惑してネックレスの購入、立替払契約を締結させられ

たとして第４条第３項第２号により立替払契約の取消しを認めたもの（札

幌地判平成１７年３月１７日）などが１８件ある。 
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第３ 消費者契約法の評価 

 

本法の施行後における消費生活相談事例及び裁判例の状況は前述のとお

りである。消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に

かんがみて法が制定されたことを目的に関する規定（第１条）の中で正面

から規定し、消費者と事業者との間で締結される消費者契約一般を適用対

象としたこと（第２条）については、意義があったものと認められる。特

に不当条項に関する規定については、第９条第１号や第１０条に関して最

高裁判決を含め多数の裁判例が集積しており、消費者の利益擁護に大きな

効果を発揮している。また、不当勧誘に関する規定についても、下級審レ

ベルではいくつかの裁判例が集積している。 

本法が適用対象とする消費者契約に係る紛争は、比較的少額なものが多

いと考えられることから、裁判外の紛争解決手段の一つである消費生活相

談の場でも本法が積極的に活用されることが望ましい。実際、消費生活相

談の場においては、本法の理解が進むことにより苦情相談や紛争解決に活

用されてきている。また、裁判例が集積することで紛争解決基準が明確化

されることによっても、消費生活相談の場において本法が活用されること

に繋がっている。 

また、第３条第１項において情報提供に関する事業者の努力義務を規定

していることについては、前述のとおり、裁判例の中に、取引上の信義則

を根拠として事業者の損害賠償義務を認めるに当たって、その規定に触れ

ているものがあるなど、一定の機能を果たしているものと考えられる。 

その一方で、不当条項に関する規定について多数の裁判例が集積してい

るといっても、いわゆる学納金返還請求訴訟や敷金返還請求訴訟等、一定

の契約類型に集中している傾向も看取されるところであり、契約条項の不

当性の判断には高度の専門的知識を必要とすることや、個人の被る損害が

比較的少額であること等の事情から、問題が顕在化していない契約類型に

ついても、依然として不当条項が存在している可能性も否定できない。ま

た、特に不当勧誘に関する規定の適用については、勧誘文言や勧誘態様等

に関し消費者による立証の困難性という問題がある（同様に、第９条第１

号にいう「平均的な損害の額」についても消費者による立証の困難性の問

題があることについては後述する。）。さらに、本法では、不当な勧誘行為

又は不当な契約条項を類型化して適用範囲の明確化が図られていることに

より、消費生活相談の場を含めて活用しやすくされているとともに、事業

者の予測可能性を確保することにも資するものであるが、逆に適用の柔軟

性を欠き民法等の他の法令の解釈・適用に委ねざるを得ない場合があるこ
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とも否定できないところである。 

なお、法の実効性を確保する観点からは制度の周知・普及が必要である

が、本法の周知・普及の程度は必ずしも高くないという調査結果4もあるこ

とに留意する必要がある。 

                                                  
4 第３７回国民生活動向調査（２００７年３月、独立行政法人国民生活センター）によると、

消費者契約法について「内容をよく知っている」と「内容をある程度知っている」を合わ

せた割合が９．１パーセントとされている。 
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第４ 消費者契約法上の各論点の検討 

 

１．検討の視点 

 
本法の施行後の状況については、概ね前述したとおり評価することができ

ると考えられるが、見直しを含めた措置の在り方を検討するに際しては、こ

れに加え、次のような視点を踏まえるのが適当である。 
すなわち、近年、インターネット取引の進展や新たな取引形態の出現に伴

う非典型契約の増加等により取引が多様化・複雑化するとともに、いわゆる

高齢社会化が進む中で一人暮らしの高齢者や認知症の可能性のある者等に対

し、その弱みにつけ込むようにして不必要とも思える量及び性質の商品を購

入させていると見られる事例も見受けられるようになってきている。このよ

うな社会状況を踏まえつつ、消費者と事業者との間の構造的格差にかんがみ

契約の取消しや契約条項の無効等について規定しているという法の趣旨に基

づき、法の実効性を確保していくことが必要である。また、本法上の不当な

勧誘行為又は不当な契約条項の使用については、適格消費者団体による差止

請求の対象ともなり得るものであり、消費者全体の利益を擁護するという差

止請求権制度の実効性を確保する観点をも踏まえるべきである。 
その一方で、本法は、事業者に予測可能性を与え取引の促進に不当な影響

を与えない観点から、取消しの対象となる行為や無効となる契約条項を類型

化している。適格消費者団体による差止請求の対象ともなり得ることをも踏

まえると、規定の在り方について考える際には、適用範囲を明確化すべき要

請にも配慮すべきである。また、本法は、消費者契約一般を適用対象とする

包括的な民事ルールを規定するものであり、その規定は事業者の事業活動に

も一定の影響を及ぼし得るものである。消費者と事業者との関係は、当該事

業者の事業内容ごとに相応の差異があり得るところ、個別法で対処すべき事

項と本法で対処すべき事項とを整理するとともに、私法の一般法である民法

との関係についても留意すべきである。さらに、事業活動を制約することに

よりかえって社会的なコストを発生させたり、消費者にとってもメリットの

ある契約が締結されなくなってしまうということがないかどうかという観点

をも考慮する必要がある。 
なお、本法は、私法の一般法たる民法が対等当事者間における法律関係を

念頭に置いているのに対し、前述したとおり消費者と事業者との間の構造的

な格差にかんがみ契約の取消しや契約条項の無効等を規定し消費者の利益を

擁護しようとするものであり、また、個別の業法が特定の分野に限定されて

適用されるのに対し、消費者契約一般に当てはまる民事ルールを規定して取
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引の適正化を図ろうとするものである。以下では、このような本法の位置付

けを前提として、消費生活相談事例及び裁判例の状況等を踏まえ、本法上の

各論点について検討する。 
 

２．消費者契約の意義（第２条） 

 
本法は「消費者」と「事業者」との間で締結される消費者契約を適用対象

とするものであるが、個人が「消費者」と「事業者」のいずれに該当するか

について、第２条では、｢事業として又は事業のために｣契約の当事者となる

か否かによることとしている。 

これに関し、消費生活相談事例においては、事業者が取引の相手方である

個人に対し、契約書を事業者名で記入するよう指示していると見られる事例

や、「通話料金が安くなる」と言って個人事業者に対し電話機のリース契約

を締結させる事例等が見受けられるとともに、最近では、インターネット・

オークションでの個人間取引のトラブルに関する事例も見受けられる（参考

９）。また、裁判例においては、いわゆる内職商法におけるシステム購入契

約について、当該購入者を「消費者」に該当するとしたもの5や、リース契約

を締結する際の勧誘において虚偽の説明がされていた事案について、当該契

約が消費者契約に該当するものとして不実告知による契約の取消しを認めた

もの6等がある。 

  ある契約が本法上の「消費者契約」に該当するか否かは、当該契約の当事

者である個人が「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」（第

２条）に該当するか否かにつき、取引の安全に配慮しつつ、当該契約の外形

のほか、実質にも着目して法を解釈・適用することにより妥当な解決を図る

ことが可能と考えられる。例えば、内職商法において当該内職に実体がない

と認められるような場合や、個人事業者が主として個人的な用に供する目的

で商品を購入するなどの場合のほか、インターネット・オークションにおけ

るように、個人間取引であっても当事者の一方である個人が反復継続的に同

種の行為を遂行する場合は「消費者契約」に該当し得ることを踏まえながら、

引き続き運用状況を注視すべきである。 
  また、逐条解説書においては、既に解釈の参考となる事例の紹介がされて

いるが、これに加え、近時の裁判例や学説の状況についても紹介するなどし

て、より適切な解釈に資するものとすべきである。 

                                                  
5 東京簡判平成１６年１１月１５日（最高裁ホームページ） 
6 大阪簡判平成１６年１０月７日（兵庫県弁護士会ホームページ） 
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３．勧誘 

 
（１）「勧誘をするに際し」（第４条第１項から第３項まで） 

 
現在、第４条第１項から第３項までに規定する意思表示の取消しは、事

業者が消費者契約の締結について「勧誘をするに際し、」不当な勧誘行為を

した場合にすることができることとされている。この「勧誘」の意義につ

いては、特定の者に向けた勧誘方法は含まれるが、不特定多数向けのもの

等客観的にみて特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思の形成に

直接に影響を与えているとは考えられない場合は「勧誘」に含まれないも

のとされている7。 

これに関し、消費生活相談事例においては、広告に掲載された不実告知

に相当する内容を信じた消費者の事例が見受けられるほか、近年のインタ

ーネットの普及に伴い、インターネットの画面上で不実告知に相当する内

容が掲載され、それを信じた消費者がトラブルに巻き込まれる事例も見受

けられる（参考９）。また、裁判例においては、俳優等の養成所を経営す

る事業者から当該養成所に入所した消費者に送付された案内書類について、

「契約の締結について勧誘をするに際して送付された」としたもの8もある。 

インターネット取引における広告・表示や商品・包装・容器への表示な

ど、必ずしも客観的に見て特定の消費者に働きかけているとはいえないが、

性質上、消費者がその情報によって契約締結の意思を形成しており、契約

締結の意思形成を直接的に働きかけていることが多いと考えられる場合

（契約締結に直結する広告・表示）のほか、不特定多数向けの広告・チラ

シなどであっても、当該消費者がその情報によって契約締結の意思を形成

している因果関係が認められる場合は、取消しの対象として捉えるべきと

も考えられる。他方で、「勧誘」とは、消費者の契約締結の意思の形成に影

響を与える程度の勧め方をいうものであり9、これが不当なものであれば、

通常、消費者の意思形成に瑕疵が生じると考えられるのに対し、広告・表

示が不当であったとしても、その後契約締結に至るまでの過程の中で是正

されることもあること、また、本法上の不当な勧誘行為は、単に契約の取

消事由となるにとどまらず、適格消費者団体による差止請求の対象となり

得るものであるところ、差止請求は事業者に対する予防的規制という性質

                                                  
7 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』９３頁。 
8 神戸簡判平成１４年３月１２日（兵庫県弁護士会ホームページ） 
9 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』９３頁 
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を有しており、契約の取消しとは異なる側面があることをも踏まえる必要

がある。そのため、広告・表示まで含めて適用対象とすべきか、そうだと

しても、どのような広告・表示につき、どのような規律を及ぼすこととす

べきかについては、その必要性と正当化根拠について十分に検討する必要

があると考えられるところである。以上を踏まえ、現行の「勧誘をするに

際し」の解釈としてどこまで適用対象となるかを見据え、また、景品表示

法等の他法令に消費者団体による差止請求権制度の導入が検討されている

ことをも考慮に入れながら、規定の在り方について引き続き検討すべきで

ある。 
 
（２）「将来における変動が不確実な事項」（第４条第１項第２号） 

 
第４条第１項第２号は断定的判断の提供による意思表示の取消しをする

ことができる場合について規定しているが、そこにいう「その他の将来に

おける変動が不確実な事項｣については、消費者の財産上の利得に影響する

ものであって将来を見通すことがそもそも困難であるものをいうこととさ

れている10。 

これに関し、消費生活相談事例においては、美容商品や学習教材等に関

連し、財産上の利得以外の事項について断定的判断が提供された事例が見

受けられる（参考９）。また、裁判例においては、運勢や将来の生活状態

という変動が不確実な事項につき、第４条第１項第２号の「その他の将来

における変動が不確実な事項」に該当するか否かが争点となり、第一審は

これを認めたが、控訴審はこれを認めなかった（ただし、暴利行為として

公序良俗に反し無効とした。）もの11があるほか、パチンコで獲得する出玉

の数について断定的判断の提供に該当するとしたもの12もある。 

なお、他法令における断定的判断に関する規定としては、概ね、「利益を

生じることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為」（宅

地建物取引業法第４７条の２第１項、特定商取引法第３８条第１項第２号

等）、「不確実な事項につき断定的判断を提供する行為」（農業協同組合法第

１１条の２の３第２号、金融商品取引法第３８条第２号等）、「将来におけ

る契約者配当金その他将来における金額について断定的判断」（保険業法第

                                                  
10 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』１００頁 
11 神戸地裁尼崎支部判平成１５年１０月２４日（兵庫県弁護士会ホームページ、第一審）、

大阪高判平成１６年７月３０日（兵庫県弁護士会ホームページ、控訴審） 
12 東京地判平成１７年１１月８日（判例時報１９４１号９８頁）、福岡地判平成１９年２月

２０日（判例集未掲載） 
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３００条第１項第７号等）等に分類することができる。 

本号について、不確実な事項を確実であると誤認させることにより消費

者の意思表示に瑕疵をもたらすことに取消権を認める根拠があると考えれ

ば、断定的判断の提供の対象を必ずしも消費者の財産上の利得に影響する

ものに限るべきではないとも考えられる。他方で、財産上の利得に影響す

るものに関する断定的判断の提供がされた場合について取消権を認めてい

るのは、そのような場合であれば、不実告知と同様に消費者の意思表示に

瑕疵をもたらし得る不適切な勧誘行為と評価することができることに基づ

くものであるところ、消費者の財産上の利得に影響するもの以外の事項に

関する断定的判断の提供がされた場合のうち、不実告知と同様に消費者の

意思表示に瑕疵をもたらし得る不適切な勧誘行為と評価することができる

ものを、適切に抽出する必要があるとも考えられるところである。また、

消費者の財産上の利得に影響するもの以外の事項として、消費生活相談事

例に多く見られるのは商品やサービスの効能・効果に関する事項について

であるが、これらの事項に関する断定的判断の提供といっても様々なもの

があることからすると、日常的な取引において社会通念上不適当とは思わ

れない勧誘とは切り分けて取消しの対象を画すべき必要があるとも考えら

れる。以上を踏まえ、本号の規定の在り方については、消費生活相談事例

及び裁判例を収集、分析しながら、引き続き検討すべきである。 
 
（３）不利益事実の不告知（第４条第２項） 

 
現在の第４条第２項は、取消しの要件として、「当該消費者に対してあ

る重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益と

なる旨を告げる」こと（いわゆる先行行為）及び不利益となる事実を「故

意に」告げなかったことを規定している。 

これに関し、消費生活相談事例においては、中古マンションの購入契約

において、仲介をした不動産業者が、隣地に「市の施設が建つらしい」と

しか言わなかったことから、「当該消費者の利益となる旨」を告げたもの

とはいえないと考えられる事例や、中古車業者から中古車を購入したとこ

ろ、後日、事故車であることが判明した事例などが見受けられる（参考９）。

また、その相談件数については、第４条に関連する件数の中でも、その数

が少ない傾向がうかがわれる（参考８）。裁判例においては、「当該消費

者の利益となる旨が告げられたか」否かのほか、「不利益となる事実を告

げなかったこと」が「故意」に当たるか否かについて争われた事案がある

が、重要事項を告知しなかったこと自体から故意を推認したものと考えら
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れるもの13もある。 

なお、特定商取引法では、平成１６年改正において、故意による事実不

告知に関して取消権が認められたが、当該不告知の前に消費者の利益とな

る事実を告げることは必要とされていない（同法第９条の２第１項第２号、

第６条第２項等）。また、民法の詐欺（同法第９６条）においては、信義

則上の義務を根拠として、土地の売主である事業者が建築について制限が

ある事実を買主に告げなかったことが詐欺に該当するとしたものもある14。 

本項は、不作為による取消しを認めるものであるため、事業者の予測可

能性を確保する観点からは、要件はそれ相応に明確でなければならないと

いうべきである。他方で、民法上の詐欺においては、相手方の不知を利用

し、沈黙によって錯誤に陥れるか、又は、相手方が現に錯誤に陥っている

場合に沈黙によってさらにその程度を深めることは、それ自体欺罔行為と

なり得ると解されている。これとの対比でいうと、消費者と事業者との間

の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ取消権を規定している本

法において、要件の緩和は相応に図られるべきである。その際、どのよう

に要件を規定すべきかについては、特定商取引法上の事実不告知による取

消しには先行行為が必要とされていないこと等をも踏まえつつ、第４条で

規定されている他の不当な勧誘行為に比べ、消費生活相談件数が少ないこ

との理由についても分析したうえで、引き続き検討すべきである。 
 
（４）困惑類型（第４条第３項） 

 
第４条第３項は、消費者と事業者との間の交渉力の格差にかんがみ、事

業者から消費者への不適切な強い働きかけの回避に関する民事ルールとし

て、消費者が不退去及び監禁により困惑し、それによって意思表示をした

ときは、これを取り消すことができることとしている15。本項に関する裁判

例としては、第１号に関し、消費者が｢退去すべき旨の意思を示した｣場合

が黙示的であっても、社会通念上、退去して欲しいという意思が示された

場合を含むと解するとしたもの16や、第２号に関し、｢その場所から当該消

費者を退去させないこと｣とは、物理的なものであると、心理的なものであ

るとを問わず、当該消費者の退出を困難にさせた場合を意味すると解した

                                                  
13 神戸簡判平成１４年３月１２日（兵庫県弁護士会ホームページ） 
14 東京地判昭和５３年１０月１６日（判例時報９３７号５１頁） 
15 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』１１７頁 
16 大分簡判平成１６年２月１９日（消費者法ニュース６０号５９頁） 
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もの17等がある。 

消費生活相談事例においては、必ずしも場所的な不退去又は監禁を伴う

わけではないが、電話による執拗な勧誘がされたり、断れない状況下で消

費者がやむなく契約を締結していると見られる事例のほか、高齢者や認知

症の傾向が見られる者等に対し、その弱みにつけ込むようにして不必要と

も思える量及び性質の商品を購入させていると見られるいわゆるつけ込み

型の勧誘事例等が見受けられる（参考９）。 

上記のような場合につき、特定商取引法においては、電話勧誘販売の場

合も含め、クーリング・オフを別にすると、契約を取り消すことができる

のは、販売業者等が不実告知又は事実の不告知をした場合であることから、

これら以外の場合について、仮に消費者契約法の適用がないとすると、基

本的には民法の公序良俗無効の規定（同法第９０条）の適用によって解決

が図られることになるものと考えられる。これに関する裁判例としては、

土地の売買契約が買主の無知、無思慮に乗じて締結され売主が暴利を獲得

する内容であるため公序良俗に反すると判断されたもの18や、非公認市場に

おける金地金の先物取引の委託が公序良俗に反し無効とされたもの19等が

見られるところである。 

以上のとおり、消費生活相談事例においては、必ずしも場所的な不退去

又は監禁を伴うわけではないが、電話による執拗な勧誘がされたり、断れ

ない状況下で消費者がやむなく契約を締結していると見られる場合のほか、

高齢者や認知症の傾向が見られる者等に対し、その弱みにつけ込むように

して不必要とも思える量及び性質の商品を購入させていると見られるいわ

ゆるつけ込み型の勧誘事例も見受けられるところである。困惑類型の規定

の在り方については、民法の公序良俗無効に関する裁判例、学説の傾向等

をも踏まえ、さらに消費生活相談事例を収集、分析しながら、対象として

拡張すべき勧誘行為の類型化について、消費者の属性をも考慮しつつ検討

すべきである。 
 
（５）重要事項（第４条第４項） 

 
現在、不実告知及び不利益事実の不告知による意思表示の取消しについ

ては、「重要事項」（第４条第４項）に関するものでなければならないとい

う限定が付されている。このため、契約を締結する動機に係る事項など、「重

                                                  
17 神戸地裁尼崎支部判平成１５年１０月２４日（兵庫県弁護士会ホームページ） 
18 名古屋地判昭和５７年９月１日（判例時報１０６７号８５頁） 
19 最判昭和６１年５月２９日（判例時報１１９６号１０２頁） 
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要事項」に該当しないと考えられる事項に関する不実告知及び不利益事実

の不告知については、民法上の詐欺取消し（同法第９６条）の対象になる

かどうかは別として、消費者契約法上の取消しの対象にはならないことに

なる。 

これに対し、消費生活相談事例においては、近年のいわゆる住宅リフォ

ーム問題に見られるように、契約を締結する動機に係る不実告知の事例が

多数見られる（ただし、後述する平成１６年改正特定商取引法の対象とな

る事例が相当の割合を占める模様である。参考９）。 

これに関しては、裁判例において、「消費者契約法４条１項１号にいう

重要事項は、本件商品自体の品質や性能、対価等のほか、本件建物への本

件商品の設置の必要性、相当性等が含まれるものと解すべきである」とし

て、「床下がかなり湿っている。このままでは家が危ない。」と説明した

ことにつき、不実告知による取消しを認めたもの20（なお、平成１６年改正

特定商取引法が施行される前の事例である。）があるほか、「重要事項」

の概念を柔軟に解釈し適用したものも見られる21。 

ところで、特定商取引法は、平成１６年の改正（同年１１月１日施行）

において、不実告知及び事実不告知による意思表示の取消権を規定し、そ

こでは、「顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする

事情に関する事項」等が対象として含まれている（同法第９条の２第１項、

第６条第１項及び第２項等。ただし、不実告知と事実不告知とで取消しの

対象を異に規定していることには留意すべきと考えられる。）。 

これにより、契約を締結する動機に係る不実告知の事例のうち、相当数

は、同法による取消しの対象になり得るものと考えられる。もっとも、同

法が適用されるためには、「訪問販売」など同法が規定する行為類型に該

当し、指定商品・指定役務に該当することが要件とされている場合はそれ

に該当しなければならないこと等にも留意すべきと考えられる。 

以上を踏まえ、消費生活相談事例において、契約を締結する動機に係る

不実告知の事例が多数見られることのほか、民法上の詐欺・強迫及び公序

良俗に反する行為が対象とされていない適格消費者団体による差止請求の

実効性を確保する観点からは、消費者契約法上の「重要事項」の概念につ

いて、特定商取引法におけるように、契約を締結する動機に係る事項を含

め概念を拡張すべきと考えられる。その際、どのように拡張するかについ

ては、適用範囲を明確化する必要をも踏まえながら、引き続き検討すべき

                                                  
20 東京地判平成１７年３月１０日（判例マスター収録） 
21 大阪高判平成１６年４月２２日（兵庫県弁護士会ホームページ）等 
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である。 
 
（６）取消権の行使期間（第７条第１項）及び法定追認（第１１条第１項） 

 
本法では、消費者契約の一方当事者である事業者にとっての取引の安全

確保及び法律関係の早期の安定化の要請も顧慮する必要があること、民法

の定める場合よりも取消しを広く認めようとするものであることを踏まえ、

民法の場合と比べ、取消権の行使期間を６ヶ月間と短く規定している（第

７条第１項）。なお、その起算点は、「追認をすることができる時」とさ

れており、誤認類型の場合は、消費者が誤認したことに気付いた時、困惑

類型の場合は、消費者が事業者の行った「退去しない」行為又は「退去さ

せない」行為による困惑を脱した時とされている22。 

これに関し、消費生活相談事例では、本法における取消権の行使の可否

が問題になった時には既に取消権の行使期間が経過していたり、法定追認

に該当する行為をした可能性のある事例も見受けられる（参考９）。裁判

例では、契約締結時から６ヶ月以上が経過した時点での困惑による取消し

の主張に対し、契約締結後に消費者が販売店に行き納品確認書に署名押印

して商品の引渡しを受けていることは、販売店の債務履行のためになされ

たものであり、申込時における契約と一体をなすものとして、取消権の行

使期間もこの時から進行するとし、取消権の行使期間の起算点を柔軟に認

定して取消しを認めたもの23等もある。 

これらを踏まえ、取消権の行使期間及び法定追認に関する規定の在り方

については、今後も消費生活相談事例、裁判例の収集、分析を行い、逐条

解説書には裁判例を適宜紹介するなどしてより適切な解釈に資するものと

するとともに、引き続き検討すべきである。 
 
４．契約条項 

 

（１）事業者の損害賠償の責任を免除する条項（第８条） 

 
   第８条については、裁判例として、請負契約の瑕疵担保責任に基づく損

害賠償請求に関し、損害額を業界が定型的に策定した賠償基準によるとの

特約が仮にあるとしても、同条第１項第２号による無効であるとの主張は

                                                  
22 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』１５２～１５３頁 
23 東京簡判平成１５年５月１４日（最高裁ホームページ） 
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失当としたもの24があるほか、特に見当たらないが、今後も、約款等の収集、

分析を行いながら、引き続き運用状況を注視すべきである。 
 
（２）消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等（第９条） 

 

  ① 「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」（第９条第１号）の意義及

び立証責任 

 
第９条第１号にいう「平均的な損害」の意義については、同一事業者

が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定さ

れる平均的な損害の額という趣旨であり、具体的には、解除の事由、時

期等により同一の区分に分類される複数同種の契約の解除に伴い、当該

事業者に生じる損害の額の平均値を意味するものとされている25。裁判例

では、「当該消費者契約の当事者たる個々の事業者に生じる損害の額につ

いて、契約の類型ごとに合理的な算出根拠に基づき算定された平均値で

あり、解除の事由、時期の他、当該契約の特殊性、逸失利益・準備費用・

利益率等損害の内容、契約の代替可能性、変更ないし転用可能性等の損

害の生じる蓋然性等の事情に照らし、判断するのが相当」としたものが

ある26。 
その立証責任について、下級審裁判例では、消費者契約法の目的や証

拠の偏在等を根拠に事業者側にあるとしたものもあれば、法規の構造及

び立証責任の所在に関する一般的な考えを根拠に消費者側にあるとした

ものもあったが（参考１１）、近時、最高裁は、「平均的な損害及びこれ

を超える部分については、事実上の推定が働く余地があるとしても、基

本的には、違約金等条項である不返還特約の全部又は一部が平均的な損

害を超えて無効であると主張する学生において主張立証責任を負うもの

と解すべきである」とした27。 

上記最高裁判決を前提とすると、どのような場合に事実上の推定が認

められるかが問題となる。この点については、業界一般における平均的

損害や実損害等が考えられるが、一連の学納金返還請求訴訟の判決にお

いては、入学定員・合格者数・入学者数の関係や、大学側は入学辞退者

が一定割合存在することを前提に人的・物的整備をするなど入学辞退に

                                                  
24 東京簡判平成１７年４月２７日（最高裁ホームページ） 
25 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』１９１頁 
26 東京地判平成１４年３月２５日（判例タイムズ１１１７号２８９頁） 
27 最判平成１８年１１月２７日（判例タイムズ１２３２号９７頁） 
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よる損害回避措置を講じているという事実に着目しているものが見られ

るところである28。また、裁判例の中には、民事訴訟法第２４８条（裁判

所による損害額の認定）の適用又は類推適用により平均的な損害の額を

認定しているものもある29。 

以上のとおり、「平均的な損害」の立証責任に関し、最高裁の判決は、

基本的には消費者が負うものとしたが、消費者が一般に入手できる情

報・資料は、当該業種における業界の水準に関するもの程度であり、複

数同種の契約の解除に伴い当該事業者に生じる損害の額の平均値の立証

は困難なことが多いと考えられることからすると、何らかの形で消費者

による立証の困難性の緩和が図られるべきである。 
これに関しては、現在の第９条第１号の規定を見直し、損害賠償の額

を予定する等の条項について、「当該事業者」ではなく「通常の事業者」

に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効とすることや、当該事

業者に生ずべき平均的な損害の額を超えない範囲で有効とする等のこと

も考えられるが、現在の民事訴訟制度においても、裁判所の適切な訴訟

運営により、釈明権（民事訴訟法第１４９条第１項）を行使して当事者

の積極的な主張及び立証活動を促しながら事実上の推定を活用すること

ができるほか30、証拠の偏在に対して当事者の実質的対等を確保すること

を目的とした文書提出義務（同法第２２０条）や、当事者照会（同法第

１６３条）、訴えの提起前における証拠収集の処分（同法第１３２条の４）

等の証拠収集に関する民事訴訟法上の諸制度を有効に利用することによ

り相応の効果が見込まれることをも踏まえ、引き続き検討すべきである。 
 
  ② 第９条第２号 

    第９条第２号については、裁判例として、信用保証委託契約に基づく

遅延損害金に関し、同号所定の１４．６パーセントを超える部分は無効

                                                  
28 大阪地判平成１５年１０月６日（判例タイムズ１１４８頁２８９頁）、大阪地判平成１５

年１０月１６日（最高裁ホームページ）等 
29 東京地判平成１４年３月２５日（判例タイムズ１１１７号２８９頁）、横浜地判平成１７

年４月２８日（判例時報１９０３号１１１頁） 
30 立証責任とは、訴訟において、ある事実の存否につき真偽不明の場合に、その事実を要

件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことになるという当事者

の一方の危険又は不利益をいうものであり、当事者は、立証責任がないからといって主張

及び立証活動を全くしなくてよいわけではない。平均的損害に関する消費者側の主張・立

証に対し、事業者は単に「否認する」あるいは「争う」と認否するだけではなく、その理

由として、平均的損害の具体的内容にまで踏み込んだ認否をするとともに、消費者契約法

第１条の趣旨等を踏まえて、反証として証拠を提出するなど誠実な主張及び立証活動をす

べきであると考えられる。 



 

 20

になるとしたもの31等がある。今後も、約款等の収集、分析を行いながら、

引き続き運用状況を注視すべきである。 
 
（３）消費者の利益を一方的に害する条項（第１０条） 

 
第１０条の要件に関し、「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない

規定」（以下「前段要件という。」）の意義については、いわゆる任意規定と

して明文の規定があるものとされ、「民法第一条第二項に規定する基本原則

に反して消費者の利益を一方的に害するもの」（以下「後段要件」という。）

とは、現在の民法第１条第２項に反して消費者が本来有しているはずの利

益を両当事者間の権利義務関係に不均衡が存在する程度に侵害することを

いうものとされている32。 

前段要件について、現在までの裁判例は、下級審のものではあるが、賃

貸借契約における原状回復又は敷引特約の有効性に関し、賃貸借契約の本

質を踏まえつつ民法第６０１条に根拠規定を求めたり、原状回復又は敷金

の性質に関する判例法理に触れるもの33などが見られ、任意規定をできる限

り広く捉えようとしている傾向がうかがわれる。また、後段要件について、

学説では、民法上の信義則とは異なる特別の意味を持つものと捉えるもの

も見られ、裁判例でも同様に捉えるもの34もあるところであるが、信義則に

反するか否かの考慮事情としては、当該条項の必要性や内容の合理性、消

費者に対する説明や情報提供の状況、交渉の状況（消費者が事業者に対し

当該条項の変更を求めるなどのことができるのか否か）等を検討している

（参考１２）。 

現在の規定によっても、例えば、有償契約であれば民法の売買に関する

規定が準用されること（同法第５５９条）などからすると、非典型契約だ

からといって直ちに本条が適用されないわけではなく、非典型契約の場合

においても本条が有効に機能すべき必要性は典型契約の場合と変わりない

というべきである。不当条項に関する規定の趣旨からすると、前段要件に

ついて明文の任意規定以外をも根拠とすることにも合理性が認められると

ころであり、例えば、当該契約条項がない場合に比し、消費者の権利を制

限し又は義務を加重する契約条項であって、民法第１条第２項に規定する

                                                  
31 東京高判平成１６年５月２６日（判例タイムズ１１５３号２７５頁） 
32 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』２０１～２０２頁 
33 大阪高判平成１７年１月２８日（兵庫県弁護士会ホームページ）、神戸地判平成１７年７

月１４日（判例時報１９０１号８７頁）等 
34 大津地判平成１８年６月２８日（判例集未掲載） 
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基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする趣旨の

規定を設けるなどの手当てをすることも考えられるところである。その一

方で、本法では、事業者の予測可能性を確保するため適用範囲を明確にす

る必要もあることから、前段要件の在り方については、最高裁判所の判決

を含め今後の裁判例の動向にも留意しながら、引き続き検討すべきである。 

 

（４）他の不当条項 

 
  ① 不当条項リストの追加について 

    不当条項リストを充実化させていくことは、本法の適用範囲を明確化

し、消費生活相談の場を含め消費者が当該条項の無効を主張することに

資するとともに、事業者にとっても予測可能性が確保され、不当条項の

使用が排除されることにより市場の健全化が図られることからも必要か

つ有用と考えられる。具体的に無効とすべき条項が明らかになれば、そ

れを個別条項に関する規定の中に取り込む方向で本法を適宜見直してい

くことが必要である。その際には、裁判例においてその不当性が問題と

された条項はもとより、契約の解除に伴わない損害賠償額の予定や違約

金条項など、いまだ裁判例には現れていなくても、不当と評価され得る

条項が存在している可能性もある。インターネット取引の進展等により

新たな取引類型が生じ規約が設けられていること等も踏まえながら、引

き続き幅広く契約条項の状況を調査、分析したうえで、具体的に無効と

すべき条項がないかどうか検討すべきである。このような観点から検討

すべきものとして、例えば以下の条項が考えられる。 
 

② 解除権・解約権を制限する条項 

    第１０条により無効とされる可能性のある条項として、｢消費者からの

解除・解約の権利を制限する条項｣が考えられる。これは、民法において

は、履行遅滞、履行不能、瑕疵担保等の事由があれば相手方は契約を解

除することができる旨の任意規定が置かれていることから、消費者に解

除を認めないことについて事業者に正当な理由がない場合には、原則と

して消費者の利益を害するものとして消費者から解除権を奪う条項を無

効とすべきものと考えられることによるものとされている35。 

これに関し、裁判例においては、申込者からの解除を一切許さないと

する解除制限特約について、民法の公の秩序に関しない規定の適用によ

                                                  
35 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』２０４頁 
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る場合に比し、「消費者の権利を制限」するものであり、「民法第一条第

二項に規定する基本原則に反して、消費者の利益を一方的に害する」と

して、無効としたもの36があるほか、｢クーリングオフ期間経過後のキャ

ンセルは認めない｣旨定めた不解除条項について、民法第６５１条の適用

を制限すべき合理的理由はなく、解除権を放棄することによる消費者の

不利益も大きいことから、信義誠実の原則に反し、消費者の利益を一方

的に害するものと解され、消費者契約法第１０条に基づき無効としたも

の37がある。 

また、実際の約款では、｢申込み後のキャンセルは原則として受け付

けない｣とするものや、｢予約後のキャンセルについては、キャンセルの

日数を問わず一定の料金が発生する｣とするもの等が見受けられるとこ

ろである（参考１７）。 

    「解除権・解約権を制限する条項」の中には、本来なら法定解除権が

規定されているにもかかわらず、消費者による解除を全く認めないよう

な契約条項も見受けられるところである。このような契約条項は、裁判

例にもあるように、消費者の利益を一方的に害するものとして現在の第

１０条により無効となり得るものである。その一方で、「解除権・解約権

を制限する条項」として他にどのようなものがあるかについては、イン

ターネット取引におけるもの等、さらに約款、裁判例等の収集、分析を

して精査する必要があり、これを踏まえながら、どのようなものを不当

条項として追加すべきかについて引き続き検討すべきである。 
 
  ③ 専属的裁判管轄条項 

    従来より、裁判管轄の合意については、様々な学説が唱えられている

とともに、多数の裁判例が集積しており、裁判例としては、（ⅰ）約款に

よる合意は、書面による合意と認めない38、（ⅱ）意思解釈として付加的

合意と解する39、（ⅲ）公序良俗違反として合意を無効とする40等のもの

がある。 
本法に関しては、裁判例において、専属的裁判管轄条項の有効性につ

き、仮に専属的裁判管轄の合意をしたとしても、当該合意に係る書面は

事業者の利益を考慮して事業者が定型的に作成していることや、業者が

                                                  
36 東京地判平成１５年１１月１０日（判例時報１８４５号７８頁） 
37 大阪地判平成１７年９月３０日（判例集未掲載） 
38 大阪高決昭和４０年６月２９日（判例時報４２１号４１頁）等 
39 札幌高決昭和４５年４月２０日（下級裁判所民事裁判例集２１巻３・４号６０３頁）等 
40 高松高決昭和６２年１０月１３日（判例タイムズ６６２号２３４頁）等 
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法律及び訴訟の理解度や経済力の点で消費者とは比較にならない程優位

に立っていること等にかんがみ第１０条により無効としたもの41がある

一方、関係する資料の所在等にかんがみ、管轄裁判所を指定することに

もある程度の合理性が認められるとして信義則に反して消費者の利益を

一方的に害するようなものであるとまでは認め難いとし第１０条による

無効の主張を認めなかったもの42もあり、その判断は分かれている。 

実際の約款においては、｢この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要

が生じた場合、○○の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする

ことに合意します。｣とするもの等が見受けられるところである（参考１

８）。 

専属的裁判管轄条項を不当条項として追加すべきか否かについては、

当該管轄裁判所に訴えを提起された被告たる消費者に弁護士や司法書士

などの代理人がない場合には、いわゆる欠席判決がされる場合もあると

考えられるものの、当事者間に実質的な争いがある場合には、民事訴訟

法第１７条43により移送されている場合が相応にあると考えられること

等を考慮しつつ、今後も約款、裁判例等の収集、分析を行い、引き続き

検討すべきである。 
 

④ 仲裁条項 

現在、仲裁法（平成１６年３月１日施行）附則第３条では、消費者と

事業者との間の将来において生じる民事上の紛争を対象とする仲裁合

意に関する「当分の間」の措置として、消費者が当該仲裁合意を解除す

ることができる旨の消費者保護のための暫定的な特例が規定されてい

る。 

これに関し、仲裁法施行後の施行状況を把握するため、主な仲裁機関

にアンケートを実施したところ、消費者紛争に関連するものも含め申立

て件数がまだ少なく、消費者が仲裁合意を解除した事例は見受けられな

かった（参考２６）。 

仲裁条項は、その効果の重大性にかんがみると、消費者の利益擁護の

観点から何らかの手当てをすべきものとも考えられるが、仲裁法附則第

                                                  
41 松山地裁西条支部決平成１８年４月１４日（兵庫県弁護士会ホームページ）等 
42 大阪地決平成１６年９月１５日（判例集未掲載） 
43 民事訴訟法第１７条は、当事者双方の事情や訴訟経済を総合考慮して、「当事者間の衡平

を図るために必要があると認めるときは」より適当な管轄裁判所へ移送することができる

旨規定している。また、同法第２０条は、専属管轄の場合の移送の制限に関し、専属的合

意管轄を除外しており、同法第１７条による移送をすることができることを明らかにして

いる。 
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３条の規定を見直し消費者契約法上の不当条項リストとして追加する

などの措置を講ずべきか否かについては、アンケート結果からは、仲裁

法施行後の状況がいまだ明確でないことから、今後も約款等の収集、分

析を行い、引き続き運用状況を注視すべきである。 

 
第５ 情報提供義務について 

 
第３条第１項は、契約条項の明確化とともに情報提供に関する事業者の

努力義務を定めている。これは、消費者と事業者との間に情報・交渉力の

格差が存在することが消費者契約において発生する紛争の背景となること

が少なくないことから、事業者には、消費者契約の締結について勧誘をす

るに際しては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必

要な情報を提供することが求められると考えられることに基づくものであ

る。事業者の努力義務とされているのは、消費者に自己責任を求めること

が不適切な場合に限って特別なルールを認めようという消費者契約法の考

え方からすると、単なる「情報の不提供」で取消しを認めることについて

は慎重に考える必要があり、取消しという効果を付与するのにふさわしい

類型としては、積極的にある事実が告知される一方でそれに密接に関連す

る別の事実が告知されないことによって、消費者が重要事項について誤認

してしまうようなケースに限られると考えられることによるとされている
44。 

同項に関する裁判例としては、教育訓練給付制度を利用して講座を受講

することを希望していた原告に対し、講座を運営している被告が、予約制

では当該給付制度を利用することができない旨の正確な説明をしなかった

ことに関し、同条項の規定に触れながら、取引上の信義則を根拠として、

告知・説明義務違反による損害賠償責任を認めたもの45がある。 

また、その他の説明義務・情報提供義務に関連する裁判例としては、変

額保険、ワラント取引等の金融取引や、不動産取引、フランチャイズ契約

等に関し、最高裁判決を含めた裁判例がある（参考１３）。 

消費生活相談事例においては、勧誘や広告において、契約内容に関する

説明が不十分と見られる事例や、インターネット取引において、契約内容

に関する説明が不十分と見られる事例が見受けられるほか、不利益事実の

不告知（第４条第２項）に関連する事例として、中古マンションの購入契

                                                  
44 内閣府国民生活局消費者企画課編『逐条解説消費者契約法[新版]』８２～８３頁 
45 大津地判平成１５年１０月３日（最高裁ホームページ） 
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約において、仲介をした不動産業者が、隣地に「市の施設が建つらしい」

としか言わなかったことから、「当該消費者の利益となる旨」を告げたも

のとはいえないと考えられる事例等も見受けられる（参考９）。 

他法令においては、説明義務又は情報提供義務に関連する規定は数多く

あり、中には民事ルールとして損害賠償や無効を規定するものもある。近

時は、金融商品取引法や金融商品販売法、宅地建物取引業法等において説

明義務の範囲が拡充されるなどしている（参考２１）。 

なお、諸外国では、わが国のように、情報提供義務に関する一般的規定

を訓示規定・努力義務的なものとして設けている諸国は存在しないように

見受けられるが、情報提供義務違反の主な効果として損害賠償請求権や差

止請求権の発生、契約の無効・取消しと結びつけられるとされた調査があ

る（参考２４）。 

以上のとおり、第３条第１項は情報提供に関する事業者の努力義務を定

めたものであるが、裁判例において、取引上の信義則を根拠として事業者

の告知・説明義務違反による損害賠償責任を認めるに際し、同条項の規定

についても触れられるなどして一定の機能を果たしているということがで

きる。 

これに加え、消費者と事業者との間における情報に関する格差に着目し

た消費者契約法の立法趣旨（同法第１条）に基づいて、原則として事業者

に情報提供義務を認め、その違反の場合に消費者による取消権を認めたう

えで、消費者と事業者との間の情報に関する格差がないと考えられる場合

（例えば、消費者がその情報を既に知っている場合や事業者にとってもそ

の情報を入手することが困難である場合等）にその例外を認めれば足りる

との考えもある。他方で、事業者が消費者に対して提供すべき情報の具体

的な内容は、それぞれの業種によって異なるものであり、消費者契約一般

を適用対象とする消費者契約法において規定することは適当でないとの考

えもあるところである。情報提供義務に関するルールの在り方等について

は、本法上の不利益事実の不告知（第４条第２項）の規定を含めた誤認類

型の規定の在り方について留意しつつ、また、インターネット取引の進展

等により新たな取引類型も生じていることも踏まえながら、引き続き検討

すべきである。 

また、個別の業法においては、当該業種の取引の特性や実情等を踏まえ、

説明義務の範囲を拡充するなど規定が整備されており、その運用状況につ

いては、引き続き注視していく必要がある。 
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第６ 適合性原則について 

 

いわゆる｢適合性原則｣の意義について、消費者基本計画（平成１７年４

月閣議決定）では、「高齢者や若者など消費者の特性（知識、経験及び財

産の状況等）に応じた勧誘を行わなければならないという原則」としてい

るが、｢狭義の適合性原則｣として、｢ある特定の利用者に対してはいかに説

明を尽くしても一定の商品の販売・勧誘を行ってはならないとのルール｣と

し、｢広義の適合性原則｣として、｢業者が利用者の知識・経験・財産等に適

合した形で販売・勧誘を行わなければならないとのルール｣と分類されるこ

ともある。 

これに関し、裁判例においては、証券取引に関し、｢証券会社の担当者が、

顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧

誘するなど、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれ

を行わせたときは、当該行為は不法行為法上も違法となると解するのが相

当である｣と明示的に適合性原則について判示した最高裁判決46がある。ま

た、その他の裁判例としては、主に金融取引において裁判例が蓄積されて

おり、多くは不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求が争われてい

るようであるが、中には、金地金の先物取引を委託した取引について、当

該取引は組織的・機構的に危険性も高く、その勧誘についても、電話によ

る無差別勧誘であたりをつけ、先物取引の顧客としての適格を欠く主婦を

相手に長時間執拗に働きかけ、その際当該取引が投機性を有すること他に

つき充分な説明をしなかったことに関し、公序良俗に反し無効としたもの47

や、認知症によって判断能力が低下した者に対し、客観的にみて購入の必

要のない高額かつ多数の呉服、寝具等をそれと知りつつ過剰に販売したこ

とにつき、公序良俗に反し無効としたもの48等も見られる（参考１４）。 
消費生活相談事例においては、高齢者や認知症の傾向が見られる者等に

対し、その窮状や弱みにつけ込むようにして不必要とも思える量及び性質

の商品を購入させているものと思われる事例が見受けられる（参考９）。 

他法令においては、商品取引所法に適合性原則に関する規定がおかれて

いるほか（同法第２１５条）、金融商品取引法においては、適合性原則の

考慮要素として、｢金融商品取引契約を締結する目的｣が追加されており（同

法第４０条第１号）、金融商品販売法においても、平成１８年改正にて、

金融商品販売業者等の説明義務として、適合性原則に関する規定が追加さ

                                                  
46 最判平成１７年７月１４日（判例時報１９０９号３０頁） 
47 最判昭和６１年５月２９日（判例時報１１９６号１０２頁） 
48 大阪地判平成１８年９月２９日（最高裁ホームページ） 



 

 27

れている（同法第３条第２項）。また、特定商取引法施行規則では、訪問

販売等における禁止行為として、｢老人その他の判断力の不足に乗じ、訪問

販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結｣させた場合（同規則第７条第

２号）及び｢顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適合と認められ

る勧誘｣（同規則第７条第３号）が規定されており（参考２２）、これらの

違反に対して業務停止命令などの行政処分がされた例も見受けられる（参

考１９）。その他、保険業法の運用に関し、金融庁では監督指針を改正し、

｢意向確認書面｣（保険会社が顧客のニーズに関して情報を収集し、保険商

品が顧客のニーズに合致することを確認する書面）が導入されている。 

諸外国では、｢適合性原則｣に対して、一般的な形で取り上げて民事ルー

ルを論じる国はなく、金融サービス・投資取引の場面で特化して用いられ

る特徴があること、また、適合性原則自体が強調されない諸国でも、公序

良俗違反、錯誤、情報提供義務違反、状況の濫用などにより、民事上の効

果（契約の無効・取消し、損害賠償等）が付与されうるとされた調査もあ

る（参考２４）。 

以上のとおり、適合性原則は、主として金融取引等の分野での行政規制

ルールとして進展してきているものであるが、近時においては特定商取引

法や貸金業規制法等、金融取引以外の広い分野において類似の勧誘規制ル

ールが広がる傾向を見せている。また、消費生活相談事例や裁判例におい

ては、高齢者や認知症の傾向が見られる者等に対し、その弱みにつけ込む

ようにして不必要とも思える量及び性質の商品を購入させていると見られ

るいわゆるつけ込み型の勧誘事例も目立っており、裁判例において民法第

９０条の適用により無効としたものもある。以上を踏まえ、適合性原則に

関するルールの在り方等については、暴利行為論を現代の消費者取引に合

わせて具体的にルール化することが考えられるところであるが、知識、経

験、財産の状況など、個別事情による面が大きい民事ルールを消費者契約

一般を適用対象とする消費者契約法に設けるべきかどうかについては、取

引の促進に不当な影響を生じさせないとの観点をも考慮に入れつつ、また、

困惑類型（第４条第３項）の対象の拡張により対処することができる範囲

を見据えながら、引き続き検討すべきである。 

また、個別の業法においては、当該業種の取引の特性や実情等を踏まえ、

適合性原則に関する規定が拡充して整備されてきていると見られることに

ついては、その動向及び運用状況を引き続き注視する必要がある。 
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第７ 不招請勧誘について 

 
   いわゆる｢不招請勧誘｣の意義について、消費者基本計画では、｢取引を希

望していない消費者に対する勧誘（例：消費者への電話やメールなどによ

る一方的な勧誘）｣としているが、｢招請勧誘以外の禁止、一般的拒絶者勧

誘の禁止、個別的拒絶者勧誘の禁止と整理できるのではないか｣とするもの
49や、｢オプトイン、オプトアウトの二種類の他、再勧誘の禁止についても

不招請勧誘規制と考えられることがある｣とするもの50等がある。 

｢不招請勧誘｣に関する裁判例の数はそれほど多くないように見受けられ

るところであるが（参考１５、なお行政処分については参考２０）、消費

生活相談事例においては、訪問販売に対し、本意ではないものの、恐怖を

感じたり、契約しないと帰ってくれないような雰囲気だった等の理由によ

り、やむなく契約をしてしまった等の事例が見受けられる51（参考９）。 

他法令においては、例えば、特定商取引法では、断った者への電話勧誘

の禁止（同法第１７条）、広告メールの再送信禁止（同法第１２条の３）、

販売目的を隠して勧誘することの禁止（同法第３条）等が規定されている

ほか、商品取引所法においても、拒絶の意思表示をした者への勧誘の禁止

（同法第２１４条第５号）とともに、勧誘を受諾するかどうかの確認義務

（同法第２１４条第７号）が規定されている。また、金融商品取引法では、

一定の金融商品取引契約について、その締結の勧誘の要請をしていない顧

客に対する訪問又は電話をかけることによる勧誘の禁止や顧客が契約を締

結しない旨の意思表示を行った後の再勧誘の禁止等が規定される（同法第

３８条第３号～第５号）などしている（参考２３）。 

諸外国においては、｢不招請勧誘｣に対して一般的な形で取り上げて民事

ルールを論じる国はなく、郵便、ファックス、電子メールといった個別問

題対応型での処理がなされている傾向があること、もっとも、一般民事ル

                                                  
49 産業構造審議会消費経済部会第２回特定商取引小委員会（平成１９年４月３日）資料５ 
50 独立行政法人国民生活センター「不招請勧誘の制限に関する調査研究」（２００７年２月）

４頁 
51 全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）の分析によると、販売方法

に問題のある「訪問販売」に関する相談は、平成１２～１８年度において、毎年度９万件

以上（消費生活相談全体のうちの５．７～１６．５パーセント）、「電話勧誘販売」に関す

る相談は毎年度５万件以上（消費生活相談全体のうちの３．３～１０．３パーセント）寄

せられていることがうかがえる。また、契約当事者を年代別にみると、「電話勧誘販売」で

は２０歳代や３０歳代が多く、これらの世代で過半数を占める一方、「訪問販売」では６０

歳代以上の割合が高く、特に７０歳代及び８０歳代以上の割合が合計３割近くあることが

うかがえる（独立行政法人国民生活センター「不招請勧誘の制限に関する調査研究」（２０

０７年２月）１２～２４頁）。 
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ールとして扱われていないというわけではなく、各国により、契約締結上

の過失、公序違反、状況の濫用の一場面として扱われている例があること

のほか、事前の差止めという効果を備えた民事ルールとして不招請勧誘禁

止のルールを立てることには意義があるが、事業者の側の勧誘の自由（営

業活動の自由）に対する過剰な介入にならない要件・効果規範を考察する

必要があることを指摘する調査もある（参考２４）。 

地方公共団体の条例では、京都市消費生活条例において、｢不招請執よう

勧誘の禁止｣が規定されているほか、神奈川県消費生活条例及び徳島県消費

者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例などにおいては、

消費者が拒絶の意思を示したことに反して勧誘することの禁止等について

規定されている（参考２５）。 

なお、｢不招請勧誘｣に関連して行われた調査（訪問販売と電話による勧

誘）では、勧誘については、望まないとする割合は大きく、勧誘規制の仕

方についても原則禁止で、消費者から依頼があった場合のみ勧誘を認める

ことを肯定する割合が大きいという結果が見受けられる52。 

以上のとおり、消費生活相談件数のうち、訪問販売や電話勧誘販売に関

する件数は、継続して一定の割合を占めているところであるが、不招請勧

誘に関するルールの在り方等については、事業者の営業活動の自由に対す

る過度の制約になってはならないという要請に配慮する一方で、不招請勧

誘は断れない消費者をターゲットとして勧誘する傾向があると考えられる

ことをも踏まえつつ、本法上の困惑類型（第４条第３項）の規定の在り方

について検討するのと合わせて、引き続き検討すべきである。 

また、個別の業法においては、当該業種の取引の特性や実情等を踏まえ、

不招請勧誘に関する規定が拡充・整備される方向にあると見られ、その動

向及び運用状況を引き続き注視する必要がある。 

 

第８ インターネット取引について 

 

   「インターネット取引」の概念としては様々なものが考えられるが、イ

ンターネットを利用して契約が締結される場合の特性としては、情報が即

時に得られること、常時利用が可能であること、海外の事業者とも取引が

可能であることといった消費者にとっての利点もある一方、取引当事者が

互いに顔を合わせることがないこと、相手方の住所や連絡先がわからない

場合があること、誤操作が起きやすいこと、画面上の記載の変更・消滅が

                                                  
52 第３７回国民生活動向調査（２００７年３月、独立行政法人国民生活センター）１０頁 
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容易であることといった問題点もあると考えられる。 

   インターネット取引に関連する消費生活相談件数は、平成１３年度には

７，２２９件であったのが平成１６年度には７９，０６５件にまで増加し、

その後減少しているものの、平成１８年度においては３８，４２２件とな

っている（参考７）。その主な相談内容としては、商品の未着、事業者の雲

隠れ、なりすまし、プロバイダ事業者とのトラブル、代金決済のトラブル

等のほか、インターネット・オークションでの個人間取引に関するもの、

画面上の不実告知、契約条項の記載が十分でなかった可能性のあるもの等

がある（参考９）。また、インターネット取引に関連する裁判例としては、

インターネットのホームページによる契約勧誘が不法行為上の違法の評価

を受けるとしたもの53や、インターネット・オークションで落札・購入した

中古車の瑕疵をめぐる責任に関し、買主が修理代金を負担することが見込

まれる範囲を超える損傷について民法第５７０条の「瑕疵」に該当すると

したもの54、いわゆるインターネットバンキング・サービスにおいて、無権

限者により不正振込送金がされた場合に、銀行の免責約款による免責が認

められるかにつき、システムを全体として可能な限度で無権限者による振

込を排除し得るよう構築・管理していたことから免責を認めたもの55等があ

る（参考１６）。 

   なお、インターネット取引に関しては、近時、様々な立法的手当てがさ

れてきており、取引ルールとしては、通信販売における表示義務等につい

て規定する特定商取引法や、電子契約の成立時期及び電子消費者契約にお

ける錯誤制度の特例を定めた「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する

民法の特例に関する法律」等がある。また、国際的取引に関し、「法の適用

に関する通則法」では、消費者契約の成立及び効力に関する消費者保護規

定が設けられている。 

   インターネット取引における消費者トラブルについては、民法上の債務

不履行責任や瑕疵担保責任、表見代理の規定の類推適用、無権限者に対す

る弁済に関する免責約款の効力等の問題として処理することができるもの

もあると考えられ、いわゆるエスクローサービス56の導入等による対応も図

られてきているところである。その一方で、個人間取引が拡大してきてい

るほか、携帯電話を利用した取引のように消費者に対する情報提供の必要

                                                  
53 大阪高判平成１３年１０月３０日（判例集未掲載） 
54 東京地判平成１６年４月１５日（判例時報１９０９号５５頁） 
55 東京高判平成１８年７月１３日（金融法務事情１７８５号４５頁） 
56 売主と買主との間に入り、買主からは代金を預かり、売主が商品を発送した後に、代金

を売主に支払うサービスのこと。 
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性がより認められる取引形態も現れている。また、インターネット・オー

クションのような新たな取引類型においては、オークション事業者が設定

した方式による取引が定型的になされており、このように取引の場を設定

して関与する者の法的地位及び責任に関する問題が生じているとともに、

規約においては、事業者の免責条項等が規定されている。こうした問題に

ついては、諸外国における制度の動向をも踏まえながら、ルールの在り方

等について引き続き検討すべきである。 

   また、個別の業法においてインターネット取引に関するルール等が整備

されてきていることについては、その動向及び運用状況を引き続き注視す

る必要がある。 

 

第９ その他の消費者契約法の実効性の確保 

 
１．消費者団体訴訟制度の導入とその機能 

 
  消費者契約法の実効性の確保については、まず、いわゆる消費者団体訴訟

制度の導入があげられる。 
消費者契約に関連した被害は、同種の被害が多数発生するという特徴があ

る。従来の消費者契約法は、事業者による不当な勧誘行為又は不当な契約条

項について、消費者が契約の取消し又は契約条項の無効を主張することがで

きることを規定しており、消費者が同法の規定に基づき契約の取消し又は無

効を主張しその被害の救済を個別的・事後的に図ることはできたが、同種の

被害の広がりを防止することには限界があった。 
これに関し、平成１８年に同法は改正され（平成１９年６月施行）、内閣総

理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、同法に規定する不当な勧誘行為又

は不当な契約条項の使用について、事業者等に対して差止請求をすることが

できることとなった（いわゆる消費者団体訴訟制度の導入）。 
この制度では、個別事案の解決とは離れて、事業者等の行為が消費者契約

法上不当なものでないかどうかにつき判断されることになるが、適格消費者

団体は、消費者に対し、差止請求に係る判決又は裁判外の和解の内容その他

必要な情報を提供するよう努めなければならないとともに（第２７条）、内閣

総理大臣は、インターネットの利用その他適切な方法により、判決や裁判外

の和解の概要等を公表することとしており（第３９条第１項）、消費者はこれ

らの情報を利用することができる。 
これらにより、消費者契約法の実効化が図られることになる（法実現機能）

と考えられるが、これに加え、消費者団体訴訟制度には、消費者団体の活発
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な訴訟提起を通じて、判例による消費者法の形成・発展が媒介・促進される

という機能（法形成機能）があると考えられる。 
具体例として、消費者契約法第１０条を挙げると次のように考えられる。

同条は民法等の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の

権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第１条第２項

に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とす

るものである。これによりどのような条項が無効とされるかについては、適

格消費者団体による差止請求訴訟における判決等を通じて、具体的に明らか

にされることになる。このようにして不当条項が明らかにされていくことに

より、消費者契約法の適用範囲が明確化されることになる。 
以上のように、実体法に加え、消費者団体訴訟制度という手続が整備され

ることにより、消費者契約法の実現や消費者契約法を通じての法形成が一層

促進されると考えられる。 
 
２．高齢者等の消費者被害の防止について 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴの集計によれば、全国の消費生活センター及び独立行政法

人国民生活センターに寄せられた相談件数のうち、７０歳代以上の者が契約

当事者であるものは、平成１３年度には約５．７万件であったのが、平成１

８年度は１３万件を超えており、また相談件数全体に占める割合は平成１８

年度には１２％を超えるなど増加傾向にある（参考５）。 
高齢者の中には、健康への不安や経済的な不安を抱えていたり、一人暮ら

しにより家族や地域とのつながりが希薄となっている人も少なくない。また、

情報化やＩＴ化の進展の中で、高齢者にとってわかりやすい形での情報入手

が難しくなっているという面もあり、そのことに不安を抱く高齢者も増えて

いると考えられる。こうした高齢者の弱みにつけ込んで次々と不要な商品を

購入させたものと見られる事例もあるが、高齢者の場合は、近くに相談する

人がいなかったり、相談をためらうこと等により、被害が潜在化することが

ある。 
こうした消費者被害の未然防止・拡大防止を図るためには、地域において

高齢者を見守るための仕組みをつくることが重要と考えられ、このような観

点から、例えば、東京都では、「地域における仕組みづくりガイドライン」が

策定されており、被害の発見・連絡のための地域における見守りネットワー

クづくりのポイントや具体的な取組事例がまとめられている。 
また、国においても、地域における取組を支援するための施策として、例

えば、内閣府では、高齢者や障害者の消費者トラブル防止に向けた施策とし
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て、「見守りガイドブック」を作成し、高齢者や障害者の周囲の人々が日頃か

ら地域諸機関と連携して高齢者や障害者をサポートする仕組みづくりを促進

している。また「見守り新鮮情報」と題したウェブサイトやメールマガジン

を通じ、悪質商法の手口や各地域での取組を紹介する等、積極的な情報提供

により被害防止に向けた取組を進めているほか、消費者問題の専門家を講師

として派遣し、高齢者等に関する消費者問題について注意、啓発を行う「消

費者問題出前講座」を実施している。 
今後、以上のような取組が充実し、高齢者等の消費者被害の未然防止・拡

大防止に効果を発揮することが期待される。 
 
３．消費者による立証の困難性について 

 

  消費者が消費者契約法の規定に基づき契約の取消し等を主張しようとする

場合、勧誘文言や勧誘態様等については、基本的には消費者が立証責任を負

うものと考えられるが、前述のとおり、消費者による立証の困難性という問

題がある。 
しかしながら、事業者は、立証責任を負わないからといって主張及び立証

活動を全くしなくてよいわけではない。一般に、民事訴訟において、当事者

は、主張立証責任の所在にかかわらず、事案の解明の観点から積極的な主張

及び立証活動をすべきであると考えられ、近時、裁判所の訴訟運営もそれを

前提に行われる傾向が強まっていると見られるところ、消費者と事業者との

間の情報の質及び量並びに交渉力の格差（第１条）にかんがみると、事業者

は、勧誘文言や勧誘態様等が現実に問題となった場合には、訴訟はもとより、

消費生活相談の場においても、消費者が相当の根拠をもって主張をしている

のであれば、自らの勧誘文言や勧誘態様等の正当性等について説明をするな

ど、誠実に対応するのが望ましいと考えられる。 
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おわりに 

 

消費者契約一般を適用対象として契約の取消しや契約条項の無効等について

規定する消費者契約法は、消費生活相談の場や裁判において活用されてきてい

るが、これに加え、いわゆる消費者団体訴訟制度が円滑に運用されることによ

り、消費者の利益擁護に一層の役割を果たすことが期待される。 

しかしながら、インターネット取引の進展や高齢社会化に伴う消費者トラブ

ルの発生等、消費者を取り巻く環境は日々変化してきている。このような状況

に対応して消費者の利益擁護を図るためには、実効的な制度を構築するととも

に、その周知・普及を図るなどの施策を適切に講じていく必要がある。 

こうした観点から、本報告においては、消費者契約法の施行後の状況につい

て、消費生活相談事例及び裁判例を収集、分析することを中心に、同法の評価

及び論点の検討を行うとともに、情報提供義務、適合性原則、不招請勧誘、及

びインターネット取引に関するルールの在り方等についても併せて検討した。

その中で、例えば、現在の消費者契約法の規定の中でも、「重要事項」（同法第

４条第４項）の概念を拡張すべきことや、契約締結に直結する広告・表示にお

ける不実告知等への対処、つけ込み型勧誘に関する民事ルールの整備、新たな

取引類型が生じてきていることを踏まえた不当条項リストの追加等について、

課題として認識されるに至ったところであるが、その具体的な規定の在り方や、

情報提供義務、適合性原則、不招請勧誘、及びインターネット取引に関するル

ールの在り方等については、引き続き検討すべきものとして位置付けた。 

政府においては、本報告を踏まえ、次期国民生活審議会において、消費生活

相談事例や裁判例の収集、分析を十分に行うとともに関係者からの意見を聴取

するなどして引き続き検討し、同法の見直しを含めた所要の措置をできる限り

早急に講ずるべきである。 
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  議  題：消費者契約法評価検討委員会の今後の運営について 
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           ２．関係者からのヒアリング 
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          （２）日本弁護士連合会（山口廣弁護士、長野浩三弁護士） 
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  議  題：１．関係者からのヒアリング  

          （１）国民生活センター（田口義明理事、林大介相談調査部調査室調査研究員） 

          （２）東京都（宮川雄司生活文化局消費生活部長、堀越弥栄子生活文化局消費生活 

                部副参事、松本達也東京都消費生活総合センター相談課長） 

          （３）日本証券業協会（平田公一常務執行役）  

 

第４回消費者契約法評価検討委員会 

開催日：平成１９年４月１０日 

  議  題：１．関係者からのヒアリング 
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第５回消費者契約法評価検討委員会 

開催日：平成１９年４月２４日 

  議  題：１．消費者契約法評価検討委員会の今後の予定について 

          ２．消費者契約法上の各論点についての検討（１）  
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  議  題：１．消費者契約法上の各論点についての検討（２） 

 

第７回消費者契約法評価検討委員会 

開催日：平成１９年６月２６日 

  議  題：１． 情報提供義務 

          ２． 適合性原則 

          ３． 不招請勧誘 
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第８回消費者契約法評価検討委員会 
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第９回消費者契約法評価検討委員会 
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